
 瀬戸大橋対策事務所の設置について 

  （昭和 52 年（1977 年）） 

 

  

 

 

     昭和４８年１１月２５日に予定されていた本州四国連絡橋３ルートの着工は、石油危機

に伴う総需要抑制策によって延期となった。着工式は昭和５３年１０月１０日まで待たなけ

ればならなかった。県では、工事が中断されている間も、坂出市内に香川県瀬戸大橋対

策事務所を設置し、工事の再開を待った。設置を通知する公文書と３月３１日付の香川県

瀬戸大橋対策事務所規則の公布に関する香川県報。 
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